
【資料5】
【発達障がい児支援の取組】

目指すべき
方向性

令和5年度上半期までの取組・実績 今後の方向性

《情報連携体制》 ■  発達支援に係る庁内連絡会の開催

【 対象 】

　発達障がい者トータルライフ支援に関連する部署

　保育幼稚園課・子育て総務課・学校教育課・健康づくり課・障がい福祉課

① 分かりやすい
相談窓口

■ 発達支援に関する相談窓口（発達支援室）の設置（R2年7月）

（障がい福祉課） ・室長1名（保健師）、公認心理師2名、保健師1名
　Ｒ5年度から公認心理師1名を増員し、相談機能の充実を図る。
・庁内外の関係課・関係機関との連絡調整
・相談対象は概ね義務教育終了まで（予約制)

〇実績

② 本人・保護者
への情報発信

■ 地域の社会資源をまとめたハンドブックの活用

（障がい福祉課）
・「佐賀市こども発達支援ハンドブック」「佐賀市発達相談窓口ハンドブック」
を令和2年度に本市で独自に作成。こどもの気になる行動とその対応や発達に関
する相談窓口、社会資源等の情報を掲載
・保護者や市内の保育園、幼稚園、小中学校、高等学校、医療機関、発達障がい
支援機関等に配布
・相談者や教室参加者等にハンドブックを活用し、説明等を行う。

③健診後のフォ
ロー体制

■ ほほえみ相談室

・専門職による
発達相談

・公認心理師、専門医、言語聴覚士による個別の発達相談を実施。R2年度から
は、専門医及び言語聴覚士の相談枠を拡充している。
・対象は、健診や健診後の電話フォローなどで発達の遅れや発達障がい等が疑わ
れるこども

（健康づくり課） 〇実績

〇事業を進める中での共有す
べき情報や課題について、引
き続き情報交換を行う。

〇庁内外の関係課・関係機関
と連携を図りながら支援を
行っていく。

　
〇引き続き、相談会を開催
し、保護者への専門的なアド
バイスを行う。また、こども
の特性や保護者の希望に合わ
せて、小児科をはじめとする
地域の関係機関と十分に連携
を図っていく。

〇引き続き、ハンドブック等
を活用し、情報発信を行う。

◎ 公認心理師

・月６回、１人１時間×３枠 年間72回、216枠

・必要に応じて、新版Ｋ式や遠城寺式発達検査等を行う。
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■  すくすく子育て相談会

・行動・発達面が気になる就学前のこどもや育てにくさ等で育児に不安のある保
護者を対象に公認心理師が個別に相談を行う。
・月2回×4枠・50分（年間24回・96枠）

〇実績

〇行動・発達面に特性が疑わ
れるこどもの相談について、
これまで「すくすく子育て相
談会」で対応してきた。R6年
度からはこの相談会を終了
し、発達支援室の公認心理師
による個別相談へ移行をす
る。今後も発達支援室と連携
をとりながら気になるこども
の適切な相談対応が図れる体
制を整えていく。

◎ 専門医

・月１～２回、１人３０分×３枠 年間15回、45枠

・相談対応は、佐賀整肢学園こども発達医療センターの小児科医に依頼。

・相談では、必要に応じ専門医療機関への紹介状や意見書を発行し、スムーズな受診や

療育につながっている。

◎ 言語聴覚士

・月１回、１人45分×5枠 年間12回、60枠

・相談対応は、佐賀県言語聴覚士会から相談員を派遣

・主な相談内容は、言葉の遅れや吃音、発音不明瞭などである。

・相談では、家庭での関りの助言の他、詳しい検査や訓練の必要性を認めた場合には、

専門医療機関の受診を案内している。

2



【資料5】
【発達障がい児支援の取組】

目指すべき
方向性

令和5年度上半期までの取組・実績 今後の方向性

■ 早期診断事業

・１～２歳のこどもとその保護者を対象に２週間に１回の発達相談を行い、
　診断につなげる。

（子育て総務課）
〇実績

■ クラスルームといろ

・就学前の児童を対象に、3歳未満は2週間に1回の個別療育を、3歳児以上は
　週1回の集団療育を実施する。

〇引き続き、受け入れを行っ
ていく。

〇実績

■ 療育実践研修事業

・市内の児童発達支援事業所に対してクラスルームといろの療育のノウハウを
　実践的に学んでもらう。

○実績

■ かかりつけ小児科医との連携

・R5年7月から地域のかかりつけ小児科医と連携した取り組みを開始。かかりつ
け小児科医への相談や受診を希望する方へ市から情報提供書を発行する。

〇実績

③健診後のフォ
ロー体制

・早期診断・療
育事業

〇市内の児童発達支援事業所
は年々増加しており、継続し
て療育実践研修を実施する。
また、研修後のフォローアッ
プとして、受講者の事業所を
講師が訪問し、アドバイスを
行う。
一問一答研修も継続して実施
する。

③健診後のフォ
ロー体制

④診断待機やグ
レーゾーンを対
象にした支援
（健康づくり課）
（障がい福祉課）

〇身近なかかりつけ小児科医
との情報連携を図り、こども
の発達や保護者の養育を支援
する地域の体制づくりを進め
ていく。

〇引き続き、受け入れを行っ
ていく。
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令和5年度上半期までの取組・実績 今後の方向性

③健診後のフォ
ロー体制
④診断待機やグ
レーゾーンを対象
にした支援

〇親子あいあい教室（市主
催）は、Ｒ6年度からは佐賀県
作業療法士会へ委託予定
（引き続き大学等へ専門職や
学生ボランティアの派遣を依
頼する。）

・ペアレントト
レーニング

■ 発達障がい者及び家族支援事業 (前向き子育て講座）
・前向き子育て佐賀に委託。
　ステッピングストーンズトリプルＰ講座については、定員に満たない状態が続
いたため,令和5年度は2グループから1グループに減らし実施
◎ステッピングストーンズトリプルＰ講座
・対象：1歳～12歳までの発達障がいのあるこどもの保護者
・内容：1グループ10名＊9回の講座
◎トリプルＰ講演会
・対象：1歳～12歳までの発達障がいのあるこどもの保護者、子育てに困り感の
ある保護者及びその支援者
・年2回実施

〇ステッピングストーンズト
リプルＰ講座については、令
和5年度は定員を超える応募が
あり、令和6年度は2グループ
に増やす予定。福祉サービス
相談者等ニーズの高い方へ案
内する。また、佐賀市ライン
等を活用し広報を行う。

〇実績
 令和4年度：ステッピングストーンズトリプルP講座9名参加
         　（1グループ:9月～11月、2グループ：1月～3月）
　　　　　　講演会 1回目　20名（内9名ZOOM）
　　　　　　　　　 2回目　 8名
 令和5年度:ステッピングストーンズトリプルＰ講座10名参加
　　　　　（1グループ：9月～12月）
　　　　　 講演会 1回目　 53名 （内17名ZOOM）
　　　　　　　　　2回目　令和6年3月2日（土）開催予定

④診断待機やグ
レーゾーンを対
象にした支援

■  発達支援アドバイザーによる保育園・幼稚園等への巡回相談

・ 保育園・幼稚園
等への巡回相談

（保育幼稚園課）

・R2年度から「発達支援アドバイザー」を西九州大学子ども学部子ども学科特任
教授日野久美子氏へ委嘱
・特別支援教育相談員と同行訪問し、専門的見地からの園児の見取りと園の保育
士・幼稚園教諭に対し、支援及び助言の実施

○実績

（障がい福祉課）

・親子教室

■ 親子教室(委託）の開催
・R2年度から佐賀整肢学園こども発達医療センターに委託
・対象：診察待機等の未就学児とその保護者
・1グループ親子5組＊6回の教室を3グループ開催

〇実績
  令和3年度：延べ 76家族（コロナの感染予防のため、人数制限）
　令和4年度：延べ106家族

■ 親子あいあい教室（市主催）の開催
・R4年度から佐賀県作業療法士会や佐賀女子短期大学等に専門職や
　学生ボランティアの派遣を依頼
・対象：発達障害の診断はないが、保育園等の集団の場で困りがある
　未就学児（年中児優先）とその保護者
・実施回数：1グループ親子5組*3回の教室*2グループ
　　　　　　教室終了後に園訪問を実施
・メンバー：公認心理師、作業療法士、保育士、学生ボランティア
・Ｒ4年度1グループ→Ｒ5年度2グループに参加者枠を拡大

〇実績
   令和4年度：延べ14家族

〇保護者や園など特別支援教
育の理解が高まっており、特
別支援学級見学会や個別面談
利用者が増加。巡回相談等の
強化を行う。

〇親子教室（委託）は、参加
者枠を拡大し、保護者の学ぶ
機会を増やしていく予定
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【発達障がい児支援の取組】

目指すべき
方向性

令和5年度上半期までの取組・実績 今後の方向性

■ 特別支援教育相談員による保育園・幼稚園等への巡回相談

・5名体制で園の巡回相談を行う。

〇実績 〇巡回相談員と園の関係構築
により、見取り園児数の相談
増。今後も健康づくり課・発
達支援室などからの情報提供
と連携を図り、保育士や園全
体の支援と育成を図る。

⑤学校での学習
環境の整備

■ 特別支援学級や通常の学級における支援の向上

（学校教育課） ①特別支援教育に係る学校訪問。
個別の教育支援計画等や特別支援教育コーディネーターへの指導助言

②研修会の実施。
・通級指導教室設置校担当者研修会（３回）
・学校生活支援員研修会（１１回＋県主催２回）
・特別支援学級支援員研修会（５回）
・自主的研修会「四次元ポケット」（６回）
※「四次元ポケット」は,特別支援教育担当以外の教職員等も参加する自主的研
修。西九大・佐大学生の参加もあり

〇通常の学級における特別支
援教育の支援を踏まえた対応
やかかわり方も含めて研修を
実施し、教職員や支援員等全
体のスキルアップを図る。

■ 特別支援教育に関する体制整備（幼保こ・小・中の連携）

特別支援教育コーディネーター研修会（Ｒ4年7回→Ｒ5年8回）

・通級指導教室における指導について取り上げ、担当者の理解を深める。
・自立活動の充実に向けた研修を行い、各学校における指導体制の整備を図る。
・放課後デイサービス事業所との連携促進
　R4年度から放課後等デイサービス事業所と学校との顔合わせを実施
・幼保こ・小・中・放デイ等との連携の充実についての研修を実施し、連携体制
の強化を図る。

〇実績

〇各種研修を通して、各学校
の特別支援教育の核となる特
別支援教育コーディネーター
の育成を図る。

〇通級指導教室の適切な配置
を目的とした、通級指導教室
に関する実態調査を行う。

〇切れ目ない連携を図るた
め、個別の教育支援計画の中
学校から高等学校への引継ぎ
方について検討する。

・コーディネーターの業務・WlSC‐Ⅳの分析・活用、
幼保こ小連携・自立活動の指導・放デイの活動・発達
障害のある児童生徒の理解と対応・通級指導教室にお
ける指導の実際・小中連携の推進・進路について等

令和5年度
内容

（8回予定）
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■ 発達障がい児相談室運営事業

（ひまわり相談室）

・発達障がいを理由に学校への適応に困っている児童生徒を対象とし、本人、保
護者及び学校関係者を交えた相談業務を行うことにより、学校生活への適応を図
る。
・ホームページ等での情報提供
　保護者からの相談に対応できることを周知
・相談者の利便性の向上

令和5年度から東与賀支所（南部）での相談に加え、大和支所（北部）で出張
相談を実施

〇実績（令和4年度から集計方法を変更）

⑪様々な媒体を
通した啓発活動

■ 市民向けの啓発活動

（障がい福祉
課）

・ハンドブックの活用、ホームページや市報等で情報発信を行う。
・世界自閉症啓発デー（4月2日）に合わせ、毎年3月27日～4月8日までを「佐賀
市発達障がい啓発週間」と定め、啓発活動を行う。
（筑後川昇開橋のブルーライトアップ、本庁舎1階窓口等をブルーのガーランド
で飾りつけ、佐賀市立図書館に発達障がいに関する書籍の特設コーナーの設置な
ど）
・SNSや市民ホールのデジタルサイネージ等での広報を実施

〇引き続き啓発活動に取り組
む。

〇引き続き相談業務に取り組
み、発達障がいのある児童生
徒が安心して生活できる環境
作りに取り組む。

〇検査依頼が増加しており、
検査実施の在り方について検
討し、対応していく。

〇発達支援室と連携をとりな
がら相談対応を行っていく。
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